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□佐倉市学童保育料の見直しについて 事前質問票でいただいた質問及び回答 
平成２４．７．２５ 

委 員 質  問 事 務 局 回 答 

古賀委員 

-① 

○委員長・副委員長は議論が良いか？悪いか？の

判断、批評をするのではなく、円滑な議論が出来る

ようにするのが役目だと思います。 

 皆さんが発言しやすいようにお願いいたします。 

子育て支援推進委員の皆さんは、様々な立場の

代表ですので、周りの方々の声を代弁していただく

ため、委員の皆さん全員から、ご意見がいただける

よう進行いたします。 

古賀委員 

-② 

○今回の議題には報告のみになっていましたが、

佐倉市立保育園などのあり方に関する基本方針に

ついて、もう、決定なのですか？ 

 保育園在園時の保護者が、このことについて園に

聞いたところ、“まだ決定ではない”と言われたそう

です。 

 保護者への説明が全くなされていないのですか？ 

 たしか、保護者の意見を聞きながら進めていくとい

うような条件だったと思いますが。 

 先日の会議でも、保育園のあり方検討会などでも

議論してきた・とありますが、ＨＰで検索してもリニュ

-アルしたため？か、会議の内容が確認できませ

ん。 

「佐倉市立保育園等に関する基本方針」（以下

「基本方針」という。）は、策定済です。今後は基本

方針に示している方向性に基づき進めてまいりま

す。 

一部の公立保育園の民営化については、移管を

行う際の基準やスケジュールをガイドラインの形で

作成してまいります。具体的な流れは検討中です

が、職員や民間保育園関係者により骨子を作成し、

それを保護者へ説明した上で意見を募集し、肉付け

していきたいと考えています。 

在り方検討会の会議録については、「佐倉市立

保育園等の在り方に関する基本方針」策定のこれ

までの経緯を含めた形で公表できるよう、現在、ホ

ームページを作成しております。 

古賀委員 

-③ 

○すでに、学童保育料の改定についてもＨＰにアッ

プされていました。 

 ＨＰに掲載するのは構いませんが、委員会でも、

お金を払う当事者の意見を聞いてほしい・という意

見があったばかりです。 

 当事者の意見も聞かず、どんどん進んでいる・・と

感じます。 

 私は、学童を利用していたこともありますが、月曜

日から金曜日までフルに活用していたわけではない

ので１０００円といえども、わかりました・とは言えな

かったと思います。 

 生活も多様化し、親の価値観もそれぞれです。 

 せめて、負担が増える人への説明と理解を求める

ことをしてほしいという委員の意見は聞いてもらえな

いのでしょうか？ 

 

 民間園長が、学童保育が始まる際に、試算したと

ころ、７０００円だったが、当時のことなので、６０００

円に・・という話がありました。 

 ★どうして、民間は７０００円ではなく９０００円～な

のですか？ 

 おやつ代も含んでいるところは、市がおやつ代ま

で負担することになるんでしょうか？ 

市では、計画や方針などを策定する際に、その過

程の中で、市民の皆さんからご意見をいただき施策

を決定していますが、使用料等料金の徴収に関す

るものについては、対象外の案件としています。 

今回、学童保育所の利用という、サービスの提供

を受ける側からだけの意見の徴収は、適切でないと

考え、ホームページに掲載し、見直しを検討してい

ることを公表いたしました。 

なお、8 月に学童保育所の利用者を対象に、基本

方針の策定について説明会を開催いたしますの

で、この中で、学童保育料の見直しについてもご説

明をさせていただく予定です。 

 

 

 

 

民間学童保育所については、市からの委託料と

保護者からの保育料で運営していますが、必要な

経費に対して委託料が少額のため、保育料を高く

設定せざるを得ない状況となっています。 

 なお、おやつを提供する学童保育所については、

おやつ代は別途徴収していただくことになります。 

古賀委員 

-④ 

○児童センタ-・老幼も指定管理になる方針につい

て 

 わたしは、毎月子育てカレンダ-の作成に関わって

いますが、子育てカレンダ-が保護者の方からのニ-

ズもあるのか？周知もしていただき、電話で翌月の

予定などを伺う際、電話の対応もスム-ズになりまし

たし、内容も、０歳児の保護者を対象にしたり、大人

向けの企画にしたり、地域の方との交流のイベン

ト、子育て中のママの持つスキルを生かして講座を

現在、市民の皆様のご協力や連携をいただきな

がら行っている事業などは、今後も継続して連携が

図れるよう、指定管理者制度が導入されましても、

事業者に引き継いでまいります。 
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企画していたり・と、現代の子育ての課題を探り、試

行錯誤している様子が伝わってきます。 

 ここまで積み上げてきた経験がなくなってしまうと

思うと大変残念です。 

 指定管理にすると、運営費はどれだけ削減される

んですか？ 

 私は、こうした場所で、専門職が母子手帳の発行

や、子どもの悩み相談など、行政ならでは・の支援

が出来ると思っているので、民間に移行してしまい、

ただのお遊戯施設になってしまうのが心配です。 

 今の妊婦さんは働いている人も多く、市の母親学

級など、利用できない人も多いと思いますので、こ

の、母子手帳発行の時は対面で会話できる数少な

い機会と考えます。 

 予防接種についても、新しく認可されるものも加わ

り複雑です。が、接種をする時期は２か月から、と早

まっています。 

 ただ手帳を発行するだけではなく、生まれてから

の事を簡単にお話出来る絶好のチャンスです。 

 子どもが生まれてから利用する場所ですし、こうし

た場所で母子手帳が発行出来るのは、まず、子育

て支援のスタ-トになると思います。 

 公設公営ならでは・の支援をもっと考えたらどうで

しょうか？ 

 

 

 

 

現在の試算では、児童センター運営費において

約 9,000 万円の削減、学童保育所運営費において

約 6,000 万円の増額となり、併せて、3,000 万円ほど

の経費が削減されるものと見込んでいます。 

児童センターに指定管理者制度が導入されまし

ても、相談事業は児童センターの重要な業務のひと

つであることに変わりはありませんので、継続してま

いります。 

また、子育て支援についての様々な情報は、広

報等活用し周知しています。（毎年、4 月 1 日号で、

予防接種の特集。平成 24 年 3 月 1 日号において子

育て支援特集号を発行。） 

母子手帳の発行に関しては、住民票のある方に

発行しているため、住民基本台帳での確認が必要

であることから、市民課、各出張所、保健センターで

の発行となっています。 

 

古賀委員 

-⑤ 

次世代育成行動計画全般 

↓↓ 

○放課後こども教室については、山王小学校で実

施したが、課題もあり、継続することが出来なかっ

た・・という話は、前、委員をさせていただいた時に

聞いたが、今後はずっと考えないのですか？ 

 どこで、どんな形で出来るか？過去の課題を踏ま

えた上での検討会くらいは出来ないのでしょうか？ 

放課後子ども教室については、山王小学校で平

成２０年９月１日から試行し、平成２１年度の開設に

あたりましては、地域の方々や保護者の参画を得

て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、

地域住民との交流活動等に取り組んでまいりまし

た。しかしながら、子供たちの放課後の過ごし方は

様々であるため、参加者が特定の児童に留まった

ことや、スタッフが集まらず関心の高い一部の人の

活動に留まったこと、保護者ニーズも低かったこと

に加え、佐倉市では、児童福祉法で規定された保

護者が就業等の理由により、放課後の保育ができ

ない児童を対象とした学童保育を全小学校区に設

置する方向であったことから、この事業を中止とさ

せていただきました。 

（教育委員会より回答） 

古賀委員 

-⑥ 

○次世代育成行動計画はＨ２６年までだと思うの

で、ある程度、何が出来て、何が出来ていないの

か？の評価をし、計画を見直したりしなければいけ

ないのに、会議が保育園の民営化、学童・児童セン

タ-の指定管理・保育料の見直し・だけで終わってし

まうのは大丈夫なのでしょうか？そもそもここで議論

をしないといけないのでしょうか？ 

 前回も意見を言ったので恐縮ですが、この、具体

的計画、実施、評価→次への計画策定準備・・はど

のようになっていますか？ 

 スケジュ-ルを教えてください。 

本委員会は子育て支援の推進を図るため市長の

諮問に応じ、調査や審議を行う機関ですので、保育

園の民営化等の諮問をさせていただいています。 

次世代育成行動計画については、前年度の実施

事業の状況や成果を報告し、年次評価のご意見を

いただいております。また、社会状況の変化などに

より計画に変更が必要となった場合には見直しを行

ってまいります。 

この計画は「次世代育成支援対策推進法」に基

づき、10 年間という期間を設定し、次世代育成支援

を集中的・計画的に取り組むことを目的としていま

す。なお、この法律は、平成 26 年度までとされてお

りますので、次期計画については未定です。 

萩原委員 スケジュールとして、保護者との意見交換を行わな 古賀委員-③参照。 
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-① いのはなぜか。 

萩原委員 

-② 

民間学童保育所への大幅な財政的支援強化の理

由。 

学童保育所の運営に必要な経費に対して、現状

の年額 1 施設一律 222 万円の委託料では運営が困

難であるため、保護者負担額を高くせざるを得ない

状況であることから、委託料を増額するものです。 

萩原委員 

-③ 

民間学童一人あたりの補助額はいくら増加するの

か。（免除・減免を除く） 

平成 24 年度 4 月の民間学童保育所登録児童数：

228 人（5 施設合計） 

〈現状の場合（1 月 1 人あたりの補助）〉 

11,100,000 円/228 人/12 月≒4,000 円 

〈見直し後の場合（1 月 1 人あたりの補助）〉 

22,000,000 円/228 人/12 月≒8,000 円 

萩原委員 

-④ 

ガイドライン作成に保護者の意見をどう反映させる

のか。 

ガイドライン（学童保育の運営基準）の作成は、

基本方針のパブリックコメント時にいただいたご意

見を参考に、保育や運営について、子育て支援課、

児童センター、資産管理経営室、民間学童保育所

職員からなるチームで作成してまいります。なお、指

定管理者制度導入については、市の定めるスケジ

ュールにより進めてまいります。 

なお、一部の公立保育園の民営化についてのガ

イドラインの作成については、古賀委員-②参照。 

高木委員 

-① 

 制度や料金改定は、已むを得ない面があり、悪改

定ではないので、当子育て支援推進委員会で了承

を得るだけでなく、先ず当事者保護者への徹底した

説明、意見聴取が必要であると思っています。 

（別紙参照） 

古賀委員-③参照。 

野島委員 

-① 

 学童保育に関わる費用明細をわかりやすく提示し

てください。 

・本庁経費 ・各学童保育所ごとの明細（科目ごと）

および合計 

・国および県からの補助金の額および補助金の算

定基準（今後は一括交付金となるのかどうか） 

・市全体の予算額に対する、民生費、子育て支援

費、および学童保育費の割合の過去の推移と予測 

（比率を予測するのは困難かとは思いますが） 

・本庁経費については、子育て支援課に学童保育

所と児童センター担当として 3 名おりますが、見直し

の積算に当たっては 1.5 人（8,748,000 円×1.5 人）を

想定しました。 

・学童保育所ごとの明細は、別紙資料１参照。 

・平成２２年度県からの補助金 

（公立分）43,453,000 円 

（民間分） 7,976,000 円 

算定基準は別紙資料２参照。 

・市の予算額に対する民生費、学童保育費につい

ては、基本方針 P33 及び基本方針 P40 を参照。但

し、学童保育所管理運営費については、学校内整

備の施設では、光熱水費や警備費等を学校予算か

ら支出し、児童センター併設の施設では、光熱水費

や警備費の他、消耗品費、通信費等を児童センタ

ー予算で支出しているため、今回の見直し案作成

に当たっては、これらの金額及び本庁職員､所管施

設職員人件費を加えています。 

野島委員 

-② 

 運営費の積算根拠を明細に説明してください。 

 総枠ではわからないので、インストラクターの時給

額も含めて提示してください。 

 民間も明細を把握していれば提示してください。 

 民営化した場合の、常勤のインストラクターの経費

を加味した積算ですか？加味していないとすればそ

れを加えた場合の明細も提示してください。 

資料の積算根拠は以下のとおりです。 

・平成22年度学童保育所運営にかかる経費の決算

額＝183,200,000 円…a 
(内訳) 

科  目 金  額 

児童ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ賃金 
時給：資格あり 1,040 円 

資格なし  880 円 

133,206,493 円 

研修会謝礼 30,000 円 

消耗品、光熱水費 10,415,187 円 

通信費、保険料 1,838,152 円 
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施設維持、警備 3,010,623 円 

清掃用具、放送受信料 503,936 円 

施設設備工事費 514,500 円 

備品購入 444,435 円 

本庁職員（1.5 人）、所管施設人

件費（2.3 人） 

33,242,400 円 

合  計 183,205,726 円 

 

・平成 22 年度学童開設時間＝1,932 時間…b 

a/b≒95,000 円…c（公立学童保育所全施設を 1 時間運

営するのに要する経費） 

 

・各区分による 1 時間当たりの 1 人の保育に要する

経費 

区  分 利用者数 

 １時間あた

り １人の保

育に要する

経費 

月平均登録児童数 806 人…d ｃ/d 120 円 

１８時～ 198 人…e c/e 480 円 

土曜日    ７時～ 46 人…f c/f 2,070 円 

長期休暇等 ７時～ 127 人…g c/g 750 円 

 

・民間学童保育所について（平成 22 年度決算額） 
 児童

数 
人件費 運営費 合計 

A 学童 11 人  3,030,000 円 160,000 円 3,190,000 円 

B 学童 34 人 3,251,100 円 648,000 円 3,900,000 円 

C 学童 26 人 2,983,000 円 2,341,380 円 5,324,380 円 

D 学童 35 人 4,820,000 円 2,629,000 円 7,471,000 円 

E 学童 49 人 7,239,360 円 2,653,060 円 9,892,420 円 

 

・見直し案の積算については、平成 22 年度の決算

ベースで積算しています。常勤インストラクターを各

施設に想定した場合、さらに 42,780,000 円運営費が

必要になると見込まれます。 

野島委員 

-③ 

 学童保育所を指定管理制度にした場合を想定し

た保育料の見直しになっているのですか？ 

 指定管理者にした場合、公立と同じ運営費と考え

ていいのでしょうか？市の負担は同様に行うという

前提での指定管理者制でしょうか？それとも指定管

理者制度が発足後は、運営費の算定が変わり、保

育料の前提も変わるのでしょうか？ 

児童センターと学童保育を一括して委託すること

になりますが、期間が限られる指定管理者制度のも

とでは、人件費の抑制すなわちインストラクターの

身分が今以上に不安定となりかねず、保育の質が

専門性よりもボランティア精神に支えられるものとな

ることが大きな懸念材料です。指定管理者になって

も、インストラクターの十分な数と質の確保が可能と

なる見直しであってほしいと思います。 

公立学童保育料の見直しは、受益と負担の適正

化の観点からの見直しです。現在の学童保育所の

運営にかかる経費で積算しています。 

指定管理者制度を導入しても、この見直し案の保

育料で運営が継続できるよう委託料を見込んでま

いります。 

 

限られた財源の中で、常勤インストラクターを各

学童保育所に配置し、運営体制を強化することは、

指定管理者制度を導入する大きな目的のひとつで

す。指定管理者への委託期間については、業務内

容を考慮し，期間を検討してまいります。 

野島委員 

-④ 

上記 3 の関連 

①保育園は、継続性を重視するとして、指定管理者

ではなく、民営化（かつ企業ではなく社会福祉法人

等）となりましたが、学童保育所はなぜ保育園と違う

のでしょうか？親としては、子どもの指導や遊び等

にノウハウや実績のある NPO 法人など民間団体が

引き受けてくれれば、子どもにとってはいいことだと

学童保育所は、小学校の余裕教室を活用して整

備している施設があることから、民間に施設を移管

する形での民営化は適切ではありません。 

 指定管理者を選定する際には､運営方針や保育

に対する考え方､経営基盤等も併せ､総合的に選定

するとともに､現在勤務しているインストラクターの継

続雇用や地元雇用に配慮することを協定書に記載
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いう思いもあります。しかし、多数の施設をまとめて

引き受けるとなると、そのような団体では、新たな人

の確保など困難な面がたくさんあります。公立にし

ても民間にしても地域のネットワークを構築して社

会全体で守り育てるという視点が大切かと思いま

す。学童保育所は、保育園にもまして大規模化はな

じみません。 

するなど、円滑に移行できるよう努めます。 

 平成 20 年度以降、9 か所の学童保育所を整備し

てきたことから、インストラクターの雇用にかかる事

務や施設の維持管理等、事務量が大変増えていま

す。指定管理者制度の導入は、行政と民間で役割

を分担して、保育環境の充実を図ろうとするもので

す。学童保育所を大規模化しようとするものではあ

りません。 

野島委員 

-⑤ 

上記 3 の関連 

②あまり仮定の話をするのは良くないとは思います

が、インストラクターの質の確保が親の願いです。

勤務時間の関係で常勤職というのは難しいですが、

全員を常勤のフルタイム換算で計算した場合、人件

費、運営費は、現状とどのくらいの差が出るのか教

えてください。 

平成 22 年度実績 

〈インストラクター賃金実績〉 133,206,493 円…a 

〈全員を常勤 78 人で積算した場合〉 

78 人×4,220,000 円=329,160,000 円…b 

a-b≒196,000,000 円の増額となります。 

野島委員 

-⑥ 

 土曜の早朝と平日の夜間の両方を利用すると、

8,500 円(8 月は最大 12,500 円)ということになります

か？ 

多くの親は、子どものために、可能な限り、学童保

育所に預けないで済まそうと、子どもの安全や生活

と、仕事との間で葛藤し、日々やりくりに悩んでいま

す。時間外料金の導入は、最後の拠り所を失いか

ねません。急な残業などの際も困ります。結果とし

て、他の預け先を探し、子どもに無理をさせることに

なりかねないと、心配されます。就業支援の妨げに

なりますし、非正規・パートタイマーでの就業しか選

べないということになります。基本料金に上乗せして

も、時間外料金の設定は極力避ける方が、利用し

やすいですし、事務的にも手間が省けるのではない

ですか？ 

8 月は最大 12,000 円（基本料金 7,000 円、8 月加

算 3,000 円、早朝料金 1,000 円、夜間料金 1,000 円）

です。 

時間外料金の導入は、長時間利用されるかた

に、応分の負担を求めるものです。サービスを利用

し利益を受ける方と受けない方の負担の公平性を

確保することは、受益者負担の適正化の観点から

必要と考えています。 

また、延長保育料金の導入が、就労形態の制約

につながるものではないと考えています。 

野島委員 

-⑦ 

 仮に時間外料金を設けないで見直しをした場合、

運営費の 50％を保護者負担とすると、いくらになり

ますか？ 8 月加算を行う場合としない場合とで試

算とその根拠となる数値を示してください。 

50％を保護者負担とすると、月額 9,470 円。 

8 月加算 3,000 円を行った場合、月額 9,220 円。 

（運営費 183,200,000 円、平均登録児童数 806 人/

月で計算） 

野島委員 

-⑧ 

 試算で、民間学童保育所の運営費が、現状約

3000 万円弱なのに対し、見直し後の試算では 4150

万円になっている理由は何ですか？ 

民間の児童数が急激に増加していることから、見

直し後の試算は、平成 24 年 4 月の児童数で積算し

ています。 

〈参考〉 

民間学童保育所登録児童数と運営費（5 施設合計） 

 
 

 平均登録 

児童数/月 
年間運営費 

平成 22 年度 155 人 29,777,800 円 

平成 23 年度 187 人 35,643,001 円 

平成 24 年度

（4 月） 

228 人  

野島委員 

-⑨ 

 試算で、土曜日早朝の計算を 4 日でなく 2 日で計

算している理由は何ですか？平均利用日数というこ

とでしょうか。 

土曜日の早朝については、利用が毎週ではない

ことから、平均利用日数 2 日としました。 

野島委員 

-⑩ 

 運営費の内訳において、国の補助金はどこに入る

のでしょうか？ 

 国による運営費負担の考え方によると国・県・市

が 1/3 ずつとなっていますが、資料のグラフには、

県補助金 43,453,500 円のうちの 21,536,000 円が

国からの補助金です。県を通して県補助金として佐

倉市の歳入に入っています。 
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その記載がありません。 

斎藤委員 

-① 

見直しに際し、土曜日の保育時間を 18 時までに

延長して、少しでも利便性アップをアピールしてはい

かがか。経費的には指定管理の正規職員が対応

（シフト勤務）できるのではないか。利用者は、１～２

名あるかないか程度。 

指定管理者制度導入に併せ検討してまいりま

す。 

古賀委員 

-⑦ 

○２年前に委員をしたときに、当時の部長が最後に

小委員会という方法もあることとを提示されました。  

 担当の事務局の方も、そのことは引き継ぎますと

おっしゃっていましたが、そのままでした。 

 その後も、委員会の中で委員から小委員会が必

要だという発言があったと思いますが。 

 こうして、当事者の意見もよそに、１か月程度の時

間で重大な結論を出さなければいけないということ

に疑問を持ちます。 

 是非、小委員会のようなものを作り、その中で当

事者の意見を聞きながら結論を出すような作業を望

みます。 

 

 また、次世代育成行動計画や、今後、作るとおっ

しゃっているガイドラインも、いくら案とはいえ、出来

たものは、修正することが難しいと感じています。案

を作る前に、保護者の意見を聞いて、案に盛り込ん

でいくようにしてほしいと思います。 

学童保育料など料金の徴収に関するものについ

ては、当時者の意見を伺い決定する案件ではない

と考えています。市として、利益を受ける人と受けな

い人との負担の公平性を確保することは大原則で

あり、市民にとって公平、公正な形でサービスの提

供ができるよう改善する必要があると考えていま

す。 

古賀委員-③参照。 

 

 

 

 

 

萩原委員-④参照 

 保護者の意見については、本委員会での保護者

代表委員のご意見や保護者説明会等においていた

だくご意見を通じて反映させてまいります。  









平成22年度　学童保育所管理運営費　決算額 資料１

円

所管施設 学童保育所 7賃金 8報償費
11需用費
(消耗品等）

11需用費
（光熱水
費）

12役務費
（通信費、ｸ
ﾘｰﾆﾝｸﾞ、保
険料）

13委託料
13委託料
（警備）

14使用料
（ﾀﾞｽｷﾝ）

15工事請負費18備品購入費
執行済額

子育て支援課 30,000 1,526,491 1,493,412 11,100,000 341,334 514,500 444,435 15,450,172

志津児童センター学童保育所 6,199,982

西志津小クラブ 8,339,923 8,000 18,900 8,820

北志津児童センター学童保育 4,977,212

小竹学童保育所 6,312,979 7,000

南部児童センター学童保育所 0

根郷学童保育所 7,501,476 2,440 113,400 8,160

第二根郷学童保保育所 5,399,921 7,000

山王学童保育所 4,841,679 1,300

佐倉老幼の館学童保育所 5,564,026

佐倉学童保育所 10,329,764 8,000 8,820

臼井老幼の館学童保育所 6,026,394

千代田学童保育所 5,552,068

佐倉保育園 白銀小児童くラブ 5,690,277 54,714 8,820 5,753,811

臼井保育園 印南学童保育所 6,174,863 54,105 18,900 6,247,868

志津保育園 西志津学童保育所 5,650,739 49,566 173,165 7,000 189,000 8,820 6,078,290

大崎台学童保育所 3,987,274 221,993 7,000 189,000 5,040

寺崎学童保育所 5,974,711 7,000 5,040

北志津保育園 井野学童保育所 9,725,159 54,067 320,441 7,000 113,400 16,380 10,236,447

下志津学童保育い所 5,965,714 321,566 7,000 160,503 18270

南志津学童保育所 5,883,896 7,000 17640

馬渡保育園 弥富学童保育所 2,498,482 39,865 6,000 7,932 2,552,279

佐倉東学童保育所 6,671,086 317,672 7,000 189,000 8,820

内郷学童保育所 3,938,868 6,000 5,040

133,206,493 30,000 2,435,187 1,354,837 1,588,152 11,100,000 992,103 468,936 514,500 444,435 152,134,643

11,233,397

12,496,518

佐倉東保育園

南志津保育園

根郷保育園

南部児童センター

北志津児童センター

志津児童センター

89,911

104,404

114,929

64,970

52,124

117,427

62,617

49,997臼井老幼の館

佐倉老幼の館

14,640,595

10,501,462

11,628,459

15,973,227

17,992,803

11,349,315



放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱より抜粋                                                 資料２ 

    事業名  区分  基準額                  対象経費  補助率 


